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後発医薬品の使用状況調査について   

（平成20年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査より抜粋）  

O 「後発医薬品への変更不可」欄に署名のある処方せんの発行状況  

図表19 すべての処方せんにおける、「後発医薬品への変更不可」欄の  

処方医の署名等の有無（平成20年12月1か月分の処方せんベース）  
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図表20「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等がない処方せん  

（n＝318，896）における、後発医薬品への変更状況  

（平成20年12月1か月分の処方せんベース）  
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変更可の処方1   

（n＝318，896）  

圃1品目でも先発医薬品を後発医薬品に変更した   

田後発医薬品に変更しなかった   

国処方せんに記載されたすべての銘柄について、後発医薬品が薬価収載さ   
れていないために、後発医薬品に変更しなかった  

固患者が希望しなかったために、すべて後発医薬品に変更しなかった   



○ 後発医薬品調剤に関する保険薬局の考え方  

図表46 後発医薬品調剤に関する考え方   
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全体  
（n＝944）  

払特にこだわりはない  8積極的に調剤するようにしている  

巳薬効により調剤するようにしている  回あまり積極的には取り組んでいない  

ロ無回答  

図表47 後発医薬品の説明・調剤にあまり積極的に取り組まない理由  

（複数回答、n＝316）  
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品質に疑問がある  
ため  

効果に疑問がある  
ため  

副作用に不安がある  
ため   

安定供給体制が不備で  
あるため   

情報提供が不備である  

ため  

患者への普及啓発が  
不足なため   

薬局に経済的な便益が  

ないため   

近隣医療機関が使用に  
消極的なため  

その他  

無回答  

1   



○ 処方せんの「後発医薬品への変更不可」欄への処方医の署名状況  

図表79 「後発医薬品への変更不可」欄に署名した処方せんの発行経験の有無  

（医師ベース）  
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診療所  

（n＝486）  

劇ある  □ない  □無回答  

図表80 院外処方せん枚数全体に占める、「変更不可」欄に署名した  

処方せんの割合（医師ベース）  

0％ 10％ 20％  30％ 40％  50％  60％  70％  80％  90％ 100％  

診療詳  

（n＝206   

病院  
（n＝153  

田＝0％未満  □10％以上～30％未満 凸30％以上～50％未満  

田50％以上～70％未満 日70％以上～90％未満 臼90％以上  

□無回答   



図表81「後発医薬品への変更不可」欄に署名した理由  

（医師ベース、複数回答）  

0．0  10．0   20．0  30．0  40．0  50．0  60．0   

患者から強い要望が  
あったから  

品質が不安だから  

メーカの供給体制が  
不安だから   

情報提供体制が不安  
だから   

剤形が患者に適して  
いないから   

薬局での備蓄が不安  
だから  

効果や副作用の違いを  
経験したから   

治療域のせまい薬剤  
だから  

先発医薬品を長く使用し  
信頼   

使用医薬品の銘柄を  
指定されている  

診療録に記載するのが  

面倒だから   

どのような薬剤に調剤  
されるか心配   

薬剤料が安くならない  
から  

特に理由はない  

その他  

無回答   



○ 後発医薬品に関する患者の認知状況  

図表104 後発医薬品の認知状況（男女別）   

全体‡二●‘  

（∩＝1717）・  

男性  
（∩＝807）  

女性  
（∩＝898）  

ヨ知っている 田名前は聞いたことがある 田知らない □無回答  

図表125 後発医薬品使用に対する考え方（後発医薬品の使用経験別）  
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全体   
（n＝1717）   

使用経験あり：・・・■  

（n＝862）   

使用経験なし  
（n＝796）  

Pできれば後発医薬品を使いたい  Dできれば先発医薬品を使いたい  

四後発・先発医薬品にはこだわらない 臼わからない  

□無回答   



図表130 後発医薬品を使用するにあたって必要なこと  

（複数回答、後発医薬品の使用経験の有無別）  

0．0％   20．0％  40．0％  60．0％  80．0％ 100．0％  

効果があること  

使用感がよいこと  

副作用の不安が少ないこと  

窓口で支払う薬代が安くなること  

医師のすすめがあること  

薬剤師のすすめがあること  

不安を相談できるところがあること  

正確な情報が容易に入声できること  

その他  

とくにない  

無回答   



○ 検証部会としての評価（概要）  

「後発医薬品への変更不可」欄に処方医の署名等がない処方せんのうち、  

1品目でも先発医薬品を後発医薬品へ変更して調剤した処方せんの割合は  

6tl％であるなど、後発医薬品の使用の広がりがあまり感じられな旦。   

33．5％の薬局が後発医薬品調剤について「あまり積極的は取り組んでい  

ない」と回答し、その理由として「品質に疑問があるため」、「安定供給体  

制が不備であるため」という回答が多く、また「後発医薬品への変更不可」  

欄に署名した理由として、約5割の医師が「品質が不安だから」と回答する  

など、薬局も医療機関・医師もまだ後発医薬品に関す砺  

あり、それを解消させる必要があると考えられる。   

医療機関・医師についてみれば、一一部において、鯛  

いとの強い意思表示をしていることが見受けられる。   

他方、薬局についていえば、先発医薬品から後発医薬品への変更割合が  

未だ低いものと考えられる。薬局側が後発医薬品の説明・調剤にあまり積  

極的に取り組まない原図を、更lこ踏み込んで究明する必要がある。   

患者側に目を転じると、後発医薬品使用に対する考え方において、「使  

用経験あり」の患者の「できれば後発品を使いたい」という割合が高いこ  

とから、実際の軍り用が後発医薬品の積極的な使用につながる面があると考  

えられる。   

また、後発医薬品を使用するにあたって必要なこととして、「効果があ  

ること」、「副作用の不安が少ないこと」といった回答の割合が高いことか  

ら、更なる後発医薬品の信頼性の向上に努めるべきである。  
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